
木造住宅耐震診断士派遣事業の流れ 

 
【申請者】事前申請書の提出 

【市】事前審査による確認の連絡（口頭等による） 

【申請者】本申請書の提出 

【市】本審査による対象住宅確認通知書の交付 

【市】耐震診断決定通知書の交付 

【申請者・診断士】日程調整 ～ 調査の実施（連絡は直接診断士と） 

【市】診断結果通知書の交付 

※市より申請者に診断士を派遣 

【申請者】負担額を建築士会に支払後、領収書の写しを市に提出 


